
施設名 応募者数 指定候補者として選定した団体 選定理由(選定委員会の意見) 選定経過及び公募を行わなかった場合はその理由 問合せ先

【名称】
　西宮市立上甲子園留守家庭児童育成センター
【所在地】
　西宮市甲子園口５丁目９番４号

3
企業組合　労協センター事業団
東京都豊島区東池袋１－４４－３
池袋ＩＳＰタマビル

　市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえ評価基準を設定し、書類審査とヒア
リングを実施し、総合的に評価した結果、
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
　特に、「プライバシー保護についての基
本的な考え方」や「年間カリキュラム・行
事計画」「要望・苦情に対する対応と方
法」などの項目において、他団体より評価
が高かった。

募集要項の配布  ：平成２９年　７月１０日～　８月　４日
質疑の受付　　  ：平成２９年　７月１０日～　７月２０日
申請書類提出期間：平成２９年　７月３１日～　８月　４日

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

育成センター課
(0798)35-3659

【名称】
　西宮市立南甲子園留守家庭児童育成センター
【所在地】
　西宮市南甲子園３丁目９番１６号

2
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会
西宮市染殿町８番１７号

　市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえ評価基準を設定し、書類審査とヒア
リングを実施し、総合的に評価した結果、
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
　特に、「保育関連事業の運営実績」や
「指導員の安定的確保・人材養成」「関係
機関との連携」などの項目において、他団
体より評価が高かった。

募集要項の配布  ：平成２９年　７月１０日～　８月　４日
質疑の受付　　  ：平成２９年　７月１０日～　７月２０日
申請書類提出期間：平成２９年　７月３１日～　８月　４日

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

育成センター課
(0798)35-3659

【名称】
　西宮市立神原留守家庭児童育成センター
【所在地】
　西宮市神原１２番６２号

2
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会
西宮市染殿町８番１７号

　市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえ評価基準を設定し、書類審査とヒア
リングを実施し、総合的に評価した結果、
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
　特に、「保育関連事業の運営実績」や
「指導員の安定的確保・人材養成」「関係
機関との連携」などの項目において、他団
体より評価が高かった。

募集要項の配布  ：平成２９年　７月１０日～　８月　４日
質疑の受付　　  ：平成２９年　７月１０日～　７月２０日
申請書類提出期間：平成２９年　７月３１日～　８月　４日

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

育成センター課
(0798)35-3659

【名称】
　西宮市立上ケ原留守家庭児童育成センター
【所在地】
　西宮市上ケ原二番町３番１３号

3
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会
西宮市染殿町８番１７号

　市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえ評価基準を設定し、書類審査とヒア
リングを実施し、総合的に評価した結果、
左記の団体が総合評点で最も優れていた。
　特に、「保育関連事業の運営実績」や
「指導員の安定的確保・人材養成」「関係
機関との連携」などの項目において、他団
体より評価が高かった。

募集要項の配布  ：平成２９年　７月１０日～　８月　４日
質疑の受付　　  ：平成２９年　７月１０日～　７月２０日
申請書類提出期間：平成２９年　７月３１日～　８月　４日

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

育成センター課
(0798)35-3659

【名称】
　西宮市立東山台留守家庭児童育成センター
【所在地】
　西宮市東山台２丁目８番地２

1
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会
西宮市染殿町８番１７号

　市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
画、収支計画等について、書類審査を行っ
た。
　その結果、左記団体は当該事業の豊富な
実績から、安心かつ安定した管理運営、利
用者支援が期待できることから、指定候補
者として妥当であると判断し、選定した。

募集要項の配布  ：平成２９年　７月１０日～　８月　４日
質疑の受付　　  ：平成２９年　７月１０日～　７月２０日
申請書類提出期間：平成２９年　７月３１日～　８月　４日

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

育成センター課
(0798)35-3659



施設名 応募者数 指定候補者として選定した団体 選定理由(選定委員会の意見) 選定経過及び公募を行わなかった場合はその理由 問合せ先

【名称】
　西宮市立鳴尾東留守家庭児童育成センター
　西宮市立甲子園浜留守家庭児童育成センター
【所在地】
　西宮市上田中町１番１４号
　西宮市古川町１番６５号

非公募
企業組合　労協センター事業団
東京都豊島区東池袋１－４４－３
池袋ＩＳＰタマビル

　市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
画、収支計画等について、書類審査を行っ
た。
　その結果、左記団体は３年にわたる当該
事業の実績を通して運営の安定、拡充がみ
られ、また、子どもの危機管理、地域との
交流・連携、保護者との交流などに地道に
取り組み、さらなる充実が期待できること
から、指定候補者として妥当であると判断
し、選定した。

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

【非公募の理由】
　左記団体は、一度公募により指定された指定管理者であり、現在
の管理・運営等に問題がないと認められることから、安定的・継続
的な管理運営を確保するため、公募によらずに選定（再指定）する
ことが妥当であると判断した。

育成センター課
(0798)35-3659

【名称】
　西宮市立名塩留守家庭児童育成センター
　西宮市立甲東留守家庭児童育成センター
【所在地】
　西宮市名塩２丁目１１番４０号
　西宮市神呪町３番３３号

非公募
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会
西宮市染殿町８番１７号

　市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
画、収支計画等について、書類審査を行っ
た。
　その結果、左記団体は当該事業の豊富な
実績から、安心かつ安定した管理運営、利
用者支援が期待できることから、指定候補
者として妥当であると判断し、選定した。

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

【非公募の理由】
　左記団体は、一度公募により指定された指定管理者であり、現在
の管理・運営等に問題がないと認められることから、安定的・継続
的な管理運営を確保するため、公募によらずに選定（再指定）する
ことが妥当であると判断した。

育成センター課
(0798)35-3659

【名称】
　西宮市立深津留守家庭児童育成センター
　西宮市立甲陽園留守家庭児童育成センター
　西宮市立夙川留守家庭児童育成センター
　西宮市立大社留守家庭児童育成センター
　西宮市立苦楽園留守家庭児童育成センター
【所在地】
　西宮市深津町５番２２号ほか

非公募
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会
西宮市染殿町８番１７号

　市民サービスの向上及び効果的・効率的
運営を図るという指定管理者制度の目的を
踏まえた評価基準を設定し、団体概要・財
務状況、管理運営事業の方針並びに実施計
画、収支計画等について、書類審査を行っ
た。
　その結果、左記団体は当該事業の豊富な
実績から、安心かつ安定した管理運営、利
用者支援が期待できることから、指定候補
者として妥当であると判断し、選定した。

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

【非公募の理由】
　当該施設は現在、非公募により指定管理者を指定しているが、こ
れらの施設を一斉に公募制に切り替えることは、留守家庭児童育成
センターの運営・管理に影響があるため、一部の施設については公
募により選定を行い、その他の施設（左記の５施設）については非
公募により選定を行うこととした。

育成センター課
(0798)35-3659

【名称】
　西宮市立母子・父子福祉センター
【所在地】
　西宮市津門川町２－２８ 福祉会館内

非公募
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会
西宮市染殿町８番１７号

　西宮市児童福祉施設等指定候補者選定委
員会において、団体の概要・財務状況、施
設管理運営事業に関する基本方針、施設管
理運営事業実施計画、資金収支計画につい
ての各審査項目に基づき、選考を行った。
　その結果、当該施設が所在する福祉会館
を長年にわたり管理していることによる安
定感や、地域に根ざした組織が運営するこ
とによる他事業との連携など、充実した母
子・父子支援ができるという点を評価し、
当該施設を適切に管理運営する能力を有し
ていると判断されることから、左記団体を
指定候補者として妥当であると判断した。

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

【非公募の理由】
　母子・父子福祉センターが入居する福祉会館は昭和４２年６月に
開設され、築５０年が経過し、建物は老朽化、今後は総合福祉セン
ター等福祉ゾーン再整備事業の一環として、平成３１年度中の解体
が予定されている。
　以上のことから、現在の指定管理者による運営を継続することと
し、指定管理者の選定を非公募とした。

子供家庭支援課
(0798)35-3782

【名称】
　西宮市立塩瀬児童センター
　西宮市立山口児童センター
【所在地】
　西宮市名塩新町１番地
　西宮市山口町下山口４丁目１－８

非公募
社会福祉法人
西宮市社会福祉事業団
西宮市上甲子園５丁目７番２１号

　団体の概要・財務状況等、管理運営事業
方針、当該施設管理運営事業実施計画、収
支計画について審議を行った。
　市民サービスの向上及び効果的・効率的
な管理運営を図るという指定管理制度の目
的を踏まえ、審査基準等を設定し、評価し
た結果、指定候補者として妥当であると判
断した。

〔選定委員会開催〕
第１回委員会    ：平成２９年　８月　９日
第２回委員会    ：平成２９年１０月　６日
第３回委員会    ：平成２９年１０月１６日

【非公募の理由】
平成27年度に「西宮市立児童館・児童センターの今後の方向性につ
いて」をまとめた。児童館の運営形態（地域による運営、指定管
理、直営など）については、地域における課題やニーズを踏まえ、
その実施時期など、各地域の実情に合わせ検討していく。今回はそ
の検討期間として非公募で選定を行った。

子育て総合センター
(0798)39-1521


